
1 水 ○ 金 ○ 月 水 ○ 土 火 ○ 木 ○ 日 火 ○ 金 月 月

2 木 ○ 土 火 ○ 木 ○ 日 水 ○ 金 ○ 月 水 ○ 土 火 ○ 火 ○

3 金 ○ 日 水 ○ 金 ○ 月 木 ○ 土 火 木 ○ 日 水 ○ 水 ○

4 土 月 木 ○ 土 火 ○ 金 ○ 日 水 ○ 金 ○ 月 木 ○ 木 ○

5 日 火 金 ○ 日 水 ○ 土 月 木 ○ 土 火 ○ 金 ○ 金 ○

6 月 水 土 月 木 ○ 日 火 ○ 金 ○ 日 水 ○ 土 土

7 火 ○ 木 ○ 日 火 ○ 金 ○ 月 水 ○ 土 月 木 ○ 日 日

8 水 ○ 金 ○ 月 水 ○ 土 火 ○ 木 ○ 日 火 ○ 金 ○ 月 月

9 木 ○ 土 火 ○ 木 ○ 日 水 ○ 金 ○ 月 水 ○ 土 火 ○ 火 ○

10 金 ○ 日 水 ○ 金 ○ 月 木 ○ 土 火 ○ 木 ○ 日 水 ○ 水 ○

11 土 月 木 ○ 土 火 金 ○ 日 水 ○ 金 ○ 月 木 木 ○

12 日 火 ○ 金 ○ 日 水 ○ 土 月 木 ○ 土 火 ○ 金 ○ 金 ○

13 月 水 ○ 土 月 木 ○ 日 火 ○ 金 ○ 日 水 ○ 土 土

14 火 ○ 木 ○ 日 火 ○ 金 ○ 月 水 ○ 土 月 木 ○ 日 日

15 水 ○ 金 ○ 月 水 ○ 土 火 ○ 木 ○ 日 火 ○ 金 ○ 月 月

16 木 ○ 土 火 ○ 木 ○ 日 水 ○ 金 ○ 月 水 ○ 土 火 ○ 火 ○

17 金 ○ 日 水 ○ 金 ○ 月 木 ○ 土 火 ○ 木 ○ 日 水 ○ 水 ○

18 土 月 木 ○ 土 火 ○ 金 ○ 日 水 ○ 金 ○ 月 木 ○ 木 ○

19 日 火 ○ 金 ○ 日 水 ○ 土 月 木 ○ 土 火 ○ 金 ○ 金 ○

20 月 水 ○ 土 月 木 ○ 日 火 ○ 金 ○ 日 水 ○ 土 土

21 火 ○ 木 ○ 日 火 ○ 金 ○ 月 水 ○ 土 月 木 ○ 日 日

22 水 ○ 金 ○ 月 水 ○ 土 火 木 ○ 日 火 ○ 金 ○ 月 月

23 木 ○ 土 火 ○ 木 ○ 日 水 金 ○ 月 水 ○ 土 火 火 ○

24 金 ○ 日 水 ○ 金 ○ 月 木 ○ 土 火 ○ 木 ○ 日 水 ○ 水 ○

25 土 月 木 ○ 土 火 ○ 金 ○ 日 水 ○ 金 ○ 月 木 ○ 木 ○

26 日 火 ○ 金 ○ 日 水 ○ 土 月 木 ○ 土 火 ○ 金 ○ 金 ○

27 月 水 ○ 土 月 木 ○ 日 火 ○ 金 ○ 日 水 ○ 土 土

28 火 ○ 木 ○ 日 火 ○ 金 ○ 月 水 ○ 土 月 木 ○ 日 日

29 水 金 ○ 月 水 ○ 土 火 ○ 木 ○ 日 火 金 ○ 月

30 木 ○ 土 火 ○ 木 ○ 日 水 ○ 金 ○ 月 水 土 火 ○

31 日 金 ○ 月 土 木 日 水 ○

（備考）○に関しては、庁舎清掃及びガラス器具洗浄業務　（延べ196日）
庁舎清掃及びガラス器具洗浄業務の実施時間は各３時間とする。但し業務実施日、実施時間帯、業務を変更する場合は、事前に下関市と受託者が協議の上決定する

予定表（令和8年（2026年）4月～令和9年（2027年）3月）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月


